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  ※マニュアル中の画像は実際のものと一部異なる場合がありますのでご了承ください。

【注意事項】
 本申請はパソコンでの手続きをお願いいたします。
 スマートフォン、携帯電話には対応していません。  
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１　金沢市電子申請サービスのアカウント登録

① 以下のリンクにアクセス

　※本店が金沢市内か市外かによって申請のフォームが異なります

 【市内業者】令和８・９年度　金沢市入札参加資格審査申請（物品・役務）【定期申請】

 【市外業者】令和８・９年度　金沢市入札参加資格審査申請（物品・役務）【定期申請】

②「新規登録またはログインして申請」をクリック

＜アカウント登録について＞

Ｑ.Grafferアカウントを取得していない場合、新規登録は必ず必要か？

Ａ.「Grafferアカウントを新規登録して申請」又は

　 「アカウント登録せずメールで申請」のいずれからでも申請可能です。

ただし、以下の理由により「Grafferアカウントを新規登録して申請」

を推奨しています

・申請途中での入力内容の一時保存や申請履歴の確認ができます。

・修正申請（後述）が必要になった場合に、初回申請時の入力内容を

　再利用することが可能です（再入力の手間を省くことができます）。

※行政書士の方など複数の事業者の申請を行う場合は、

　Grafferアカウントの登録により申請情報の管理が容易です。

【アカウント登録せずにメールで申請を行う場合】

設定したメールアドレスに「メールアドレスのご確認」のタイトルの

メールが送信されます。メール本文に記載のＵＲＬにアクセスし、

メールアドレスの認証後に申請を行ってください。
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③ Grafferアカウントをお持ちの方は該当の方法でログイン、

　 お持ちでない方は「新規アカウント登録」をクリック

■Grafferアカウントをお持ちの方：

ログイン後、Ｐ６【２ 入札参加資格の審査申請（新規申請）④】

に進む

■新規アカウント登録を行う方：Ｐ３④に進む
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④「Googleで登録」「LINEで登録」（外部サービスで登録）又は

　「情報を入力して登録（メールアドレスで登録）」のいずれかの登録方法で

　アカウント登録を行う

※姓名欄は、登録を行う商号・名称（例：株式会社 金沢）を入力してください。

※行政書士に申請手続きを依頼する場合、実際に申請を行う行政書士の方の

　メールアドレス等を登録してください。

※「Googleで登録」「LINEで登録」の詳細は、

　下部の『外部サービスでの登録とは？』をご確認ください。

⑤「情報を入力して登録（メールアドレスで登録）」を行う場合、

　必要事項を入力後「Grafferアカウントに登録」をクリックすると、

　以下の画面が表示

3



⑥ 登録したメールアドレスに本登録のためのメールが届くので、メール本文に記載のＵＲＬにアクセス

⑦ 右の画面が表示されれば、アカウント登録が完了
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２　入札参加資格の審査申請（新規申請）

① 以下のリンクにアクセス

※本店が金沢市内か市外かによって申請のフォームが異なります

 【市内業者】令和８・９年度　金沢市入札参加資格審査申請（物品・役務）【定期申請】

 【市外業者】令和８・９年度　金沢市入札参加資格審査申請（物品・役務）【定期申請】

②「新規登録またはログインして申請」をクリック

③ １のアカウント登録で登録した方法でGrafferアカウントにログイン

※下部の『ログイン方法について教えてください』もご参照ください。
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　④ 利用規約を確認後、「利用規約に同意する」にチェック

　⑤「申請に進む」をクリック
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　⑥「申請者の情報」を入力し、「次へ進む」をクリック

＜申請者の情報について＞

Ｑ.「商号又は名称」の欄には、誰の情報を入力するか？

Ａ. 登録（申請）を行う業者名を入力してください。

※行政書士等の場合でも、登録（申請）を行う業者名を入力

※支店等に入札・契約等を委任する場合でも、登録（申請）を

　を行う本店の商号又は名称を入力

Ｑ.「電話番号」「メールアドレス」「連絡担当者名」の欄には、

　 誰の情報を入力するか？

Ａ. 申請内容について金沢市から確認する際の連絡先を入力してください。

※行政書士に申請手続きを依頼する場合は、

　実際に申請を行う行政書士の方の電話番号、メールアドレス等を入力

※支店等で申請手続きを行う場合は、支店等の事務担当の方の情報を入力

個人事業主の場合も

「法人」を選択してください。
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⑦ この申請を初めて行う場合は「新規申請」を選択し、

　 画面下部の誓約・同意にチェックを入れて「次へ進む」をクリック

（市内業者の場合は、「本店に関する誓約の確認」もあります）

※「修正申請」の方法は、Ｐ13以降の

　【３ 入札参加資格の審査申請（修正申請）】を参照してください。
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　⑧ 「２．申請者について」「３．申請業種」「４．申請書類」について、

　　 金沢市監理課ホームページに掲載の『申請の手続き』を参照のうえ、申請項目の入力・選択、必要書類のファイル添付などを行う
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⑨ 申請項目の入力・選択、必要書類のファイル添付などが完了したら、

　 申請内容の確認を行い、「この内容で申請する」をクリック

　 ※修正がある場合は「編集」をクリックし、

　 　 申請項目の修正、添付ファイルの差替えなどを行ってください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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⑩「申請が完了しました」の画面が表示されれば、電子申請は完了

　併せて、登録したメールアドレスあてに申請受付のメールが届く

⑪ 申請内容を確認したいときは、⑩の画面内のリンク又はメールに記載のＵＲＬにアクセス
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⑫ 申請内容タブをクリックすると申請内容の確認が可能

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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３　入札参加資格の審査申請（修正申請）

新規申請後、監理課から修正依頼があった場合は、以下の手順により速やかに修正申請をお願いします。

※Grafferアカウントの登録の有無により「修正申請」の方法が異なります。

【アカウントを登録して申請を行った場合】

① Ｐ11【２ 入札参加参加資格の審査申請（新規申請）⑪】の申請受付のメールからＵＲＬにアクセス

13



【アカウントを登録して申請を行った場合】

② 申請基本情報タブの「この申請をもとに新規申請」をクリック

　※修正申請を行う場合は、「申請を取り下げる」はクリックしない

　※申請を取り下げる場合は、Ｐ20以降の【５ 申請の取り下げ】を参照

【アカウント登録せずにメールで申請を行った場合】

①・② 右の「この申請をもとに新規申請」が表示されないため、

新規申請時と同様に以下のリンクにアクセスし、修正申請を行う

※本店が金沢市内か市外かによって申請のフォームが異なります

 【市内業者】令和８・９年度　金沢市入札参加資格審査申請（物品・役務）【定期申請】

 【市外業者】令和８・９年度　金沢市入札参加資格審査申請（物品・役務）【定期申請】
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　③ 新規申請時と同様に利用規約を確認後、

　「利用規約に同意する」にチェック

　④「申請に進む」をクリック
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【アカウントを登録して申請を行った場合】

⑤ 「申請者の情報」の画面に新規申請時の情報があらかじめ入力されている

　 ことを確認し、「次へ進む」をクリック

【アカウント登録せずにメールで申請を行った場合】

⑤ 「申請者の情報」の画面に初回申請時と同じく全ての項目を入力し、

　 「次へ進む」をクリック
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⑥「１．申請区分、申請に関する誓約及び同意」の画面で

　「修正申請」を選択し、画面下部の誓約・同意にチェックを入れて

　「次へ進む」をクリック

（市内業者の場合は、「本店に関する誓約の確認」もあります）

⑦ 監理課から修正依頼のあった修正項目を選択し、必要書類のファイル添付などを行う
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⑧ 申請項目の選択・必要書類のファイル添付などが完了したら、

　 申請内容の確認を行い、「この内容で申請する」をクリック

⑨ 初回申請時と同様に、「申請が完了しました」の画面が表示され、

　 併せて、登録したメールアドレスあてに申請受付のメールが届く
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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４ 入力フォームの一時保存
※入力フォームの一時保存は【アカウントを登録して申請した場合】のみ可能です。

・入力を途中で中断したいときは、入力フォームの各ページ下部にある
 「一時保存して、次へ進む」をクリックすることで一時保存できます。

・一時保存の期間は30日間です。
 同一のアカウントでログインし、この手続きの申請ページを開くと
 一時保存した時点から入力を再開することが可能です。
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５ 申請の取り下げ
※「修正申請」を行う場合は、当初の「新規申請」の取り下げは不要です。

① 新規申請（又は修正申請）後に登録したメールアドレスあてに届く申請受付のメールからＵＲＬにアクセス
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②「申請を取り下げる」をクリック

③ 以下の確認メッセージが表示されるので、「取り下げる」をクリック
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④「申請の取り下げ」を行った場合も、登録したメールアドレスあてに確認メールが届く
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